
議案第２号　令和８年度教育関係当初予算案に関する意見について（資料１－１～３）

議案第３号　「練馬区立小学校および中学校の学校医、学校歯科医ならびに

学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例」

の制定依頼について （資料２）

議案第４号　「練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例」の制定依頼について （資料３）

令和6年陳情第4号

旭丘・小竹地区における新たな小中一貫教育校の設置について〔継続審議〕

令和７年度教育に関する事務の管理および執行の状況の点検・評価

について〔継続審議〕

　

教育長報告

① 令和７年第一回練馬区議会臨時会予算特別委員会における質問項目について（資料４）

② その他

ⅰ その他

　

練馬中学校における授業

教科書採択傍聴会場に関する陳情〔継続審議〕(1)

(3)

回教育委員会定例会　案件表
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区は、「参加と協働」を根幹に据えた区政運営を進め、政策面では、全国自治体を先導する多くの「練馬区モデル」を展開。

福祉医療サービスは飛躍的に充実し、都市インフラの整備も着実に進展。区の人口は75万人を超え、今後も増加を続ける見込み。

「改革ねりま」12年の歩み

「練馬区モデル」の一例

区独自の幼保一元化施設「練馬こども園」を創設

保護者の就労形態やニーズの多様化
に応える区独自の幼保一元化施設

保育所待機児童ゼロを5年連続で達成

待機児童ゼロ作戦を展開、全国
トップレベルの定員拡大を実現

0園 30園
（定員2,391人）

定員数

12,418人 21,893人

※ 実績は 平成26年度 令和7年度末見込み

介護保険施設等を整備

特別養護老人ホーム等の
整備に取り組み、都内最
多の施設数を実現

街かどケアカフェの創設

高齢者をはじめ地域の方が
気軽に立ち寄る拠点を整備

0か所 49か所

新型コロナウイルスワクチン接種体制の構築

診療所での個別接種と集団接種を
組み合わせたベストミックス方式

全国自治体の
標準モデルに！

病床確保・医療機能の拡充

・新病院建設などで病床確保
・順天堂練馬病院の三次救急指定
・練馬光が丘病院の移転改築
・光が丘医療福祉プラザの開設

「参加と協働」から「参加から協働」へ

町会・自治会活動の支援、「地域おこしプロジェクト」や
「ねりま協働ラボ」の実施など、協働の取組を展開

ＤＸの推進

手続きのオンライン化、
キャッシュレス決済や
新たな施設予約システ
ムの導入などを推進

手続きのオンライン化

0手続き 1,500手続き

大江戸線延伸は、実現に向けて大きく前進！

令和7年、東京都が大江戸線延伸の事業化

に向けた検討結果を公表。

2040 年頃の開業を想定し、区の財政負担

など一定条件のもとで、課題であった収

支採算性が確保できると見込む。

これにより大江戸線の延伸は新たな段階

に入り、実現に向けて大きく前進。

区の人口は75万人を突破

区の人口は75万人を超え、今後も増加

を続ける見込み。全国でも極めて稀な、

豊かな可能性を持ったまち。

子ども 高齢者 福祉・医療

「攻めの防災」まちづくりを展開

地域ごとに異なる災害リスクに
応じたまちづくりを推進

みどりのネットワークの形成

みどりの拠点となる公園づくりや
幹線通り沿いのみどりの整備

交通インフラの整備を促進

大江戸線延伸、西武新宿線連続
立体交差化、都市計画道路整備
等を着実に推進

特定緊急輸送道路
沿道にある旧耐震
の対象建築物の

耐震化率

22.8% 82.2%

区立公園等の面積

99ha 110ha

まちづくり・環境 協働・ＤＸ

ひとり親家庭自立応援プロジェクト

生活・就労・子育ての3つの支援を
組み合わせて提供

支援が必要な子ども・若者への取組の推進

不登校児童・生徒やヤングケアラーへの支援、保育園・
幼稚園・学童クラブ等で医療的ケア児の受入を拡大、
「ねりま羽ばたく若者応援プロジェクト」を実施 など

23区トップ

28事業を展開！

1

農のイベントの実施

世界都市農業サミット、全国都市農業
フェスティバルを開催

優れた文化芸術に触れられる機会の創出

みどりの風 練馬薪能、真夏の音楽会、

ねりま漫画サロンなどを実施

ユニバーサルスポーツフェスティバルの展開

誰もが身近な場所でスポーツを

楽しめるよう、各地域で開催

産業・文化・スポーツ

いずれも
都内トップ！



練馬区のこれから

◎：新規事業
○：充実事業
（令和8年度予算）

練馬区は今、更なる発展の時を迎えている。今後は、実現に向けて大きく前進した大江戸線の延伸を基軸として、福祉医療サービスを更に充実し、

文化・スポーツ・みどりなど、区民生活をより豊かにする施策を組み合わせ、一体で取り組んでいく。

より豊かな区民生活へ

◎美術館・貫井図書館リニューアル ◎総合体育館の改築

○ユニバーサルスポーツ

の機会の充実

◎石神井松の風

文化公園拡張施設の開園

◎もっともっとアート

プロジェクト

◎高松みらいのはたけ

（拡張用地）麦畑事業

の実施（９年度）

○子育てサービスの充実

保育所待機児童ゼロの継続

○ねりま羽ばたく若者応援

プロジェクトの充実

◎身寄りのない高齢者等
への支援の充実

○デマンド交通導入に

向けた検討

○「攻めの防災」

の更なる推進

○大江戸線延伸推進基金
の着実な積み立て

◎大江戸線新駅予定地周辺
のまちづくり

◎空家等対策の推進

◎製品プラスチックの

分別回収・資源化

◎大江戸線延伸の推進

○西武新宿線連続立体

交差事業の促進

都市インフラ整備を推進

◎発達障害児への

支援強化

◎重度障害者地域

生活支援拠点整備
（石神井町、三原台）

○困難な問題を抱える

女性等への支援強化

2

福祉・医療サービスを更に充実



発達障害児を支援する取組として、早期発見の仕組みや支援体制などを強化します。
開始後も当事者・家族等からの意見をうかがい、改善しながら取り組みます。

現状・主な課題

当事者・家族への支援の強化

早期発見・気づきに
つなげる仕組みの強化

取組１

小学校就学後の
支援体制の強化

取組２

適切な支援に
結びつける

調整機能の強化

取組３

早期発見が必要であるが、３歳児から就学前までに

健診の空白期間が存在している。

取組１ つなげる仕組みの強化

本格的な学習が始まる学齢期に発達障害が判明して

も、十分な支援ができていない。

取組２ 支援体制の強化

障害児本人や保護者がどこに相談をすれば良いかわ

からない。

取組３ 調整機能の強化

学校、保育所などで対応する職員を支援する体制が

不十分である。

体制の整備

支援強化に向けた３つの取組と支える体制づくり

■ 発達障害児支援に関する施策

３

学校・保育所等の職員を支える
体制の整備



小学校就学後の支援体制の強化

民間支援機関と連携し、言語聴覚士や作業療法
士等を含めた専門的人材による指導を実施する。

民間支援機関と連携した指導の実施【充実】

配慮を要する児童・生徒の支援を教員とと
もに行う学校生活支援員の配置を、16名増員
する（計293名）。

学校生活支援員の配置拡大【充実】

障害のある児童生徒の増加に対応するため、
知的障害学級の増設の準備を進める。自閉症・
情緒障害学級の設置に向け検討を進める。

特別支援学級増設に向けた準備・検討

取組２

支援が必要な児童の受入体制の強化【新規】発達支援ホットラインの開設【新規】

教員や保育士等が、発達障害児の支援に関する困りごとを、こども発
達支援センターや民間支援機関等の専門機関に気軽に相談できる体制を
整える。

発達に心配があるものの、医療機関による診断に至っていない児童に対し
て、私立認可保育所が職員を加配した場合に、区独自に人件費相当額を補助
する。あわせて、臨床心理士や社会福祉士による巡回指導を行う。

学校・保育所等の職員を支える体制の整備

４

■ 発達障害児支援に関する施策

早期発見・気づきにつなげる仕組みの強化

３歳児から就学前までの健診の空白期間を解消し、発達等
に心配のある子を早期発見する体制を強化するため５歳児健
診を開始する（R８年秋～）。健診後のフォローにより、こ
ども発達支援センター等での対応が必要な人を振り分ける。
センターで区独自の療育プログラムを開始する。発達等に

心配のある子が、スムーズに小学校生活を始められるよう、
５歳児健診後から就学までの短期間で、子どもと保護者を支
援する。

５歳児健診の開始【新規】
１歳６か月児健診
（法定）

３歳児健診
（法定）

就学時健診
（法定）

５歳児健診

保健相談所によるコーディネート・フォロー保健相談所

こども発達支援センター 就学前教育相談 医療機関 民間療育施設

健診の空白期間解消

問診票によるスクリーニング 医師による診察

取組１

（P.10）

（P.18）

（P.16） （P.18）

（P.●）

（P.8）

適切な支援に結びつける調整機能の強化取組３

教育委員会内に障害児の支援調整を担う（仮称）教育福祉課を設置する。福祉職、心理職
等の専門的人材を配置し、特別な配慮が必要な児童生徒や保護者、学校への支援を強化する。

① 就学に関する総合的な相談窓口の設置
   ② 学校への継続的なアウトリーチ型相談事業の実施

新たな組織の役割

就学前教育相談の実施

区立幼稚園の空き教室等を活用し、民間支援
機関による就学前教育相談を実施します。

子ども・保護者・学校の総合調整を担う組織の設置【新規】

（P.18）
（P.18）



柱１ 子どもたちの笑顔輝くまち

令和８年度 主な事業

１ 保育サービスの充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ 7

２ 子育てサポートの充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ 9

３ 学齢期の子どもや若者の居場所の充実・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ11

４ 都児相と連携した児童相談体制「練馬区モデル」の強化 ・・・・・・・・・・・Ｐ13

５ 教育の質の向上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ15

６ 支援が必要な子どもたちへの取組の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ17

予算編成の基本的考え方

大江戸線延伸を基軸として、福祉医療サービスを更に充実し、文化・スポーツ・みどりなど、

区民生活をより豊かにする施策を組み合わせ、一体で取り組んでいく予算

令和８年度一般会計予算額 3,686億8,101万円 過去最大

柱５ いきいきと心豊かに暮らせるまち

23 みどりの中で優れた文化芸術を楽しめるまち ・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ19

5
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１ 変化する保育需要への対応

１ 柱１ 子どもたちの笑顔輝くまち

変化する保育需要への対応

練馬こども園の拡大

保育サービスの充実

保育サービスの充実

３ 保育サービスの充実

■障害児をはじめ、支援を必要とする子どもたちが増加傾向にあ

ります。特に、発達に心配があるものの、医療機関による診断

に至っていない子ども達の増加が顕著です。受入体制を強化し、

保育環境を充実します。

■保育現場で働く職員を確保するため、国の職員配置基準に区独

自で上乗せをします。また、国による保育士等の処遇改善に区

独自で対象者を拡大し、支援します。

■保育所等の虐待の未然防止や早期発見の取組を進めるため、全

ての保育施設等を対象とした通報・相談窓口を設置し、取組を

強化します。

■共働き家庭の増加や女性の就業率の上昇、第１子保育料無償化の影

響により、保育需要は大きく変化しています。特に１・２歳児の保

育需要が今後も増加すると予測されます。

■就学前児童人口が減少傾向にあることを踏まえつつ、変化する保育

需要に対応するため、子ども・子育て支援事業計画で定めた需給計

画を見直すなど、必要な取組を検討します。

■当面は、短期的な保育需要に応えるため、年齢や地域事情等も踏ま

えながら、定員確保を進めます。

１１１,４４５千円（変化する保育需要への対応）

８１,０２０千円（練馬こども園の拡大）

７,４８７,３８０千円（保育サービスの充実）

２ 練馬こども園の拡大

■平成27年度に全国初となる区独自の幼保一元化施設である練馬

こども園を創設し、子どもの教育や保育について、保護者の選

択の幅を広げました。低年齢児の預かり保育など、多様な保護

者のニーズに対応するため、練馬こども園の更なる拡大に取り

組みます。

新規
・

充実

全国トップクラスの保育定員増を実現し、５年連続で待機児童数ゼロを達成！

19,605 19,558 19,665 19,631 19,749 

21,690 21,672 21,717 21,760 21,855 

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

20,000

25,000

30,000

R7 R8 R9 R10 R11
就学前児童人口 需要量見込み 供給量（定員数）

【第３期練馬区子ども・子育て支援事業計画における保育の需給計画】

第１子保育料無償化の影響等
により需給逼迫の恐れも

７



367 425 458 485

595
718

847
1033

R４ R５ R６ R７(見込)

■認定障害児 ■認定障害児以外の発達に心配がある子

１ 変化する保育需要への対応

⑴ 保育施設等の整備
立野町の区有地で、定員100名程度の私立認可保育所の整備

に着手します。民設子育てのひろば事業なども実施し、地域の
子育て支援サービスを充実します。令和10年度の開設を目指し
ます。

⑵ 定員拡大に向けた私立保育所等への補助制度の充実
施設改修等補助金の対象施設に小規模保育事業所を追加し、

引き続き保育ニーズの高い１・２歳児の定員増につながる保育
環境の整備に取り組みます。あわせて、園内設備の更新や改修
を進めます。

⑶ １・２歳児を対象とした１年保育の実施

１・２歳児を対象に、特に保育需要の高い地域で行っている

１年保育事業について、実施施設を増やします。

⑵ 区独自の人材確保への支援
看護師の配置は国基準では不要ですが、区は０歳児を預かる

園で配置しています。必要な人件費相当額を保育施設に引き続
き支援します。
保育現場で働く職員を確保するため、国は職員の技能や経験

年数に応じた加算を行うなど、処遇改善に取り組んでいます。
その対象から外れた看護師や栄養士などの専門職や区が加配す
る保育士等への区独自支援（9,000円程度）を引き続き行います。

⑶ 虐待の未然防止・早期発見の取組【新規】
児童福祉法の改正により、７年10月から、保育所等の職員に

よる虐待について通報が義務化されました。
虐待の未然防止と早期発見に迅速に対応するため、全ての保

育施設等を対象にした通報・相談窓口を設置します。また、通
報内容に応じ、臨床心理士や弁護士等の支援を受け、適切に対
応します。

３ 保育サービスの充実

⑴ 支援が必要な児童の受入体制の強化【新規】
発達に心配があるものの、医療機関による診断に至っていな

い児童に対して、私立認可保育所が職員を加配した場合に、区
独自に人件費相当額を補助します。あわせて、臨床心理士や社
会福祉士による巡回指導を行います。

２ 練馬こども園の拡大

１・２歳児の保育ニーズに対応するため、区独自で運営費補助、
人材確保支援を実施し、低年齢型（３歳未満児の預かり保育）を
推進します。
７年度中に３園を認定し、１・２歳児の定員を拡大します。

１ 柱１ 子どもたちの笑顔輝くまち

926 

1,429 

2,532 

13

19

30

H28

練馬こども園開始

R2

低年齢型開始

R8

（予定）

定員総数 全実園数 低年齢型実園数

低年齢型計２園
（定員10）

低年齢型計11園
（定員132）

【練馬こども園の定員数・実園数】

【区立・私立認可保育園の障害児等数】

８

(P.3~4)



２ 柱１ 子どもたちの笑顔輝くまち

子育てサポートの充実

２ 子育てのひろばの拡充

新規
・

充実

３ ベビーシッター利用支援事業の拡充

４ こども誰でも通園事業の本格実施

■令和８年度から全国の自治体で、保護者の就

労要件を問わず０歳児から満３歳未満までの

子どもが保育所等を利用できる「こども誰で

も通園制度」が開始されます。

■国制度では、利用時間が短い、事業者への給

付単価が低額等の課題があります。区では、

７年度の試行を踏まえ、利用時間や事業者へ

の運営費補助の拡大を行い、より利用しやす

くします。

５歳児健診の開始

子育てのひろばの拡充

ベビーシッター利用支援事業の拡充

こども誰でも通園事業の本格実施

■保護者の急な残業や病気、リフレッシュなど

幅広い理由で、一時的に子どもを預けること

ができる事業の充実が求められています。

■自宅などで子どもを一時的に預かるベビー

シッター利用支援事業を拡充します。

１４,４０７千円（５歳児健診の開始）

４３,５４６千円（子育てのひろばの拡充）

３５１,４８８千円（ベビーシッター利用支援事業の拡充）

１４６,４３４千円（こども誰でも通園事業の本格実施）

■乳幼児親子が自由に楽しく遊んだり、保護者

同士の交流や気軽に子育て相談ができる場の

充実が求められています。

■開設日や開設時間を拡大して、さらに利用し

やすくなるよう、子育てのひろばを拡充しま

す。

１ ５歳児健診の開始

■小学校入学前後に、子どもの発達の課題が見

られ、心配を抱える家庭が増えています。入

学前の段階で発達に関する課題を発見し、早

期に支援する必要があります。

■幼児期の段階で、発達等に心配のある子ども

を支援につなげられるよう、練馬区医師会と

連携して、５歳児健診を新たに開始します。

９



２ 柱１ 子どもたちの笑顔輝くまち

２ 子育てのひろばの拡充

４ こども誰でも通園事業の本格実施【新規】

区独自に利用上限時間の拡大や事業者への運営費補助の拡充を

行い、８年４月から実施します。私立保育所、私立幼稚園等、施

設数を拡大して実施します。

ベビーシッターを利用した際の利用料の一部を補助する「ベ
ビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）」の対象を
現行の未就学児から拡大し、小学３年生までとします。

小学３年生まで

・ 障害児の場合は

小学６年生まで

＜７年10月＞ ＜８年４月＞＜６年７月開始＞

未就学児

・障害児の場合は

小学６年生まで

対象者を順次拡大！

０から３歳の乳幼児親子が楽しく遊んだり、保護者同士の交流
ができる、民間団体が運営する「民設子育てのひろば」について、
週６日・７日型等の補助制度を新設し、より利用しやすくなるよう
開室日時を拡大します。
８年度に新たに１施設開設し、区内19か所となる予定です。

3 ベビーシッター利用支援事業の拡充

未就学児

区事業 国制度（参考）

対象者
０歳６か月～３歳になる
年度末までの未就園児

０歳６か月～満３歳未満
までの未就園児

利用時間 月48時間上限 月10時間上限

利用料 無償（当分の間） 300円程度／時間

運営費
補助等

⑴基本分単価
国基準のとおり

⑵加算分単価
国基準のとおり

⑶利用枠に対する補助
5,000 円/１枠(月上限24万円)

⑴基本分単価
０歳児：1,700 円/時間
１・２歳児：1,400 円/時間

⑵加算分単価
障害児：600円/時間
要支援家庭：600円/時間
など

開設準備
補助

補助率10/10 補助率３/４

開室日数 開室時間

18施設 0施設 14施設 ４施設

14施設 5施設 ９施設 10施設

▼民設子育てのひろばの開設状況

※６時間以上かつ週６日以上の施設は、５施設

週３～５日 週６日以上 ５時間 ６時間以上

R7年度

R８年度

▲子育てのひろばの様子

１ ５歳児健診の開始【新規】

11年度小学校入学予定者（10月以降に４歳６か月に達する子）
を対象に、８年度秋から順次健診を開始します。
問診票に回答いただき、医師の健診が必要とされた方には、医

師会協力医療機関または保健相談所で健診を受診いただきます。
発達等に心配のある子どもを、保健相談所、こども発達支援セ

ンターなどの関係機関が連携して、相談支援等につなぎます。

【乳幼児期の健診】

１歳６か月児
健診（法定）

３歳児健診
（法定）

就学時
健診

（法定）
５歳児健診

新規

保健相談所による
コーディネート・フォロー保健相談所

こども発達
支援センター 就学前教育相談

医療機関
民間療育施設

問診票によるスクリーニング 医師による診察

10

(P.3~4)



３ 柱１ 子どもたちの笑顔輝くまち

ねりっこクラブ実施校の拡大・ひろば事業の充実

児童館の開館日等の拡大

小学生の朝の居場所事業の実施

学齢期の子どもや若者の居場所の充実

１ ねりっこクラブ実施校の拡大・
ひろば事業の充実

■学童クラブの需要は今後も伸びが見込ま

れます。全ての小学生が安全かつ充実し

た放課後を過ごせる環境を整備するため、

全区立小学校でのねりっこクラブ実施に

向けた取組を進めます。

▲児童館でのイベントの様子

２ 児童館の開館日等の拡大

■指定管理者制度を導入して、日曜・祝休日

および平日夜間も利用できる児童館を拡大

します。

■栄町児童館を移転して、区内初の学校併設

児童館となる「みらい青空児童館」を開館

します。
■学童クラブとひろば事業の一体的な運営

のメリットを活かし、区独自の待機児童

対策「ねりっこプラス」を実施します。

■全ての小学生が利用できる放課後の居場

所として「ひろば事業」を充実します。

３ 小学生の朝の居場所事業の実施

▲ねりっこ学童クラブの様子

■共働き家庭の増加に伴い、保護者の通勤時

間に合わせて開門時間より早く登校する子

どもが増加しており、安全確保が課題とな

っています。

■子どもたちが始業前に安心して過ごせる

居場所を校内に設置する「小学生の朝の

居場所事業」を試行実施します。

新規
・

充実

４,４６０,９２７千円（ねりっこクラブ実施校の拡大・

ひろば事業の充実）

１３９,６７１千円（児童館の開館日等の拡大）

５,４２３千円（小学生の朝の居場所事業の実施）

11



３ 小学生の朝の居場所事業の実施【新規】

始業前に安心して過ごせる居場所を校内
に設置し、見守り員が子どもたちを見守る
「小学生の朝の居場所事業」をモデル校５
校※で試行実施します。
居場所事業では、児童は読書など自由に

過ごし、見守り員が児童の安全を確保しま
す。
モデル事業の検証を行い、順次拡大して

いきます。
※開進第一小、南町小、光が丘夏の雲小、関町北小、大泉第四小

１ ねりっこクラブ実施校の拡大・ひろば事業の充実

⑴ ねりっこクラブ実施校の拡大

小学校内の施設を活用して「学童クラブ」と「ひろば事業」

の運営を一体的に行う、ねりっこクラブの早期全校実施を目指

しています。令和８年４月、新たに２校で「ねりっこクラブ」

の運営を開始（全65校中64校）し、学童クラブ全体の定員を200

人以上拡大します。

新たに運営を開始する２校の学童クラブは「東京都認証学童

クラブ」の認証を取得します。

⑵ ねりっこプラスの継続

学童クラブの待機児童を対象として、ひろば事業終了後のひ
ろば室で学童クラブに準じた保育を行う、区独自の待機児童対
策「ねりっこプラス」を引き続き実施します。

⑶ ひろば事業の充実

利用者の要望に応えて、全ての「ねりっこひろば」で、午後
４時半までとしていた冬の実施時間を見直し、年間を通じて午
後５時まで実施します。

２ 児童館の開館日等の拡大

８年４月、北大泉児童館と北町児童館に指定管理者制度を導入

して開館日を日曜・祝休日にも拡大、中高生の利用時間も月曜日

から土曜日まで１時間延長して午後７時までとします。

新たに開館する「みらい青空児童館」では、授乳・おむつ替え

のスペースを備えた乳幼児専用室や、バンド練習ができる防音の

音楽室を新設し、乳幼児親子や中高生の利用拡大を進めます。

３ 柱１ 子どもたちの笑顔輝くまち

▲中高生のバンド活動▲乳幼児事業

平成28年度から10年間で定員2,700人以上を拡大

200人
以上拡大

▲朝の居場所事業のイメージ
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４ 柱１ 子どもたちの笑顔輝くまち

ねりま羽ばたく若者応援プロジェクトの充実

妊産婦等の健診未受診者への早期支援

都児相と連携した児童相談体制「練馬区モデル」の強化

２ 妊産婦等の健診未受診者への早期支援

■令和７年度から、児童養護施設や里親の

もとで育った若者（「社会的養護経験者」

と呼ばれています）の不安を解消し、自

立を支援するため、都内で初めて、都児

相連携型の社会的養護自立支援事業を開

始しました。

■社会的養護経験者が支援を受けられず、社

会的に孤立することがないよう気軽に相談

できる居場所を充実する必要があります。

■生まれ育った環境によらず、自らの意思

で希望する未来を切り拓いていけるよう、

プロジェクトを更に充実します。

１ ねりま羽ばたく若者応援プロジェクトの充実

■妊産婦や乳幼児の健診未受診者の中には、予

期しない妊娠や子育てに困難を抱える場合が

あり、早期に支援する必要があります。

■乳幼児健診等の未受診情報を活用し、児童虐

待の未然防止・早期発見につながるよう、子

ども家庭支援センターの専門職員を増員し、

支援体制を充実します。

４１,９４０千円（ねりま羽ばたく若者応援

プロジェクトの充実）

都は、６年６月に東京都練馬児童相談所

を、区子ども家庭支援センターと同一施設

内に設置しました。

都区が緊密に連携した
児童相談体制「練馬区モデル」の構築

妊婦全員面談・産後ケア・
こんにちは赤ちゃん訪問を
通して特定妊婦、要保護児童
を把握

子ども家庭支援
センター

保健相談所
(母子保健・精神保健)

要保護児童・特定妊婦の支援

リスク高

リスク低

児 童 相 談 所
一時保護、立入調査、施設入所等
法的権限の行使

連携

連携

新規
・

充実
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２ 妊産婦等の健診未受診者への早期支援

１ ねりま羽ばたく若者応援プロジェクトの充実

4 柱１ 子どもたちの笑顔輝くまち

⑶ 周知・啓発事業「つたえる」

区民を対象に講演会を実施し、支援の必要性について理解を広め

ていきます。また、新たに日本大学芸術学部と連携し、主に若者を

ターゲットにした広報を行い、周知啓発を強化します。

⑴ 生活の支援「ささえる」

社会的養護経験者の生活を支援します。家賃や光熱水費等の補助

のほか、やむを得ない事情で困窮した場合等に一時的にマンスリー

マンションを提供します。

即時に居所の確保が必要な場合には、ホテルカデンツァ東京と協

力し、生活場所がなくならないように支援します。

⑵ 居場所の支援「つながる」

春日町青少年館を活用して、料理を一緒に作り、食事をとるな

ど、交流できる場を提供しています。

８年度からは、居場所の選択肢を広げ、気軽に足を運べるよう、

月に１回、民間カフェでも実施します。

LINEでの相談対応のほか、弁護士による法律相談も充実します。

⑶周知・啓発事業「つたえる」

〇社会的養護に関する講演会の開催
○日本大学芸術学部と連携した広報

⑴生活の支援「ささえる」

〇家賃補助 36,000円/月
〇生活支度金 200,000円/回
〇光熱水費補助等 10,000円/月
〇一時居所支援

〇居場所づくり
交流の場を提供するとともに
食料等を配布

〇LINEでの相談
〇法律相談

ねりま羽ばたく若者応援プロジェクト≪都児相連携型≫

⑵居場所の支援「つながる」

７年度 ８年度

場所 春日町青少年館 春日町青少年館 民間カフェ

頻度 毎週金曜日 毎週金曜日 月１回土曜日

充実

充実

新規

充実

充実

▼居場所での様子 ▼料理の様子

妊婦健診や乳幼児健診、予防接種等の未受診者情報を活用し、
子ども家庭支援センターのアウトリーチ支援を強化します。
８年度は、子ども家庭支援センターの専門職員（福祉、保健

師）を４名増員し、妊娠期からの切れ目のない相談体制を充実し
ます。
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５ 柱１ 子どもたちの笑顔輝くまち

小学校低学年の学級担任補佐の全校配置

教員の働き方改革の推進

ＩＣＴを活用した教育内容の充実

学校施設の整備

教育の質の向上

４２６,６２２千円（小学校低学年の学級担任補佐の

全校配置）

１,４９３,４７４千円（教員の働き方改革の推進）

３４０,４２８千円（ＩＣＴを活用した教育内容の充実）

１６,６９８,８６９千円（学校施設の整備）

４ 学校施設の整備

充実

１ 小学校低学年の学級担任補佐の全校配置

■小学校低学年では、授業中における集中力の維持

や着替え・片付けなどの生活習慣の定着など、細

やかな対応が必要です。授業準備や生活指導など、

担任の業務負担が大きくなっています。

■小学校低学年の学級担任を補佐する人材

（エデュケーション・アシスタント）を、

全区立小学校へ配置します。低学年児童

に対してきめ細かな支援を行い、教育の

質を高めていきます。

２ 教員の働き方改革の推進

■区立学校教員の約半数が、時間外勤務の目標

である“１か月あたり45時間以内”を超えてい

る状況です。教員の業務をサポートする人材

の配置等を充実し、教員の働き方改革を推進

します。

３ ＩＣＴを活用した教育内容の充実

■「 GIGAスクール構想 第２期」を迎えて、教育

ＩＣＴ環境を一層向上させる必要があります。電

子黒板の更新に合わせ、見やすさ・操作性・連携

機能が強化された機器へと充実します。

■児童生徒が、情報社会における

リスクと責任を理解し、安全に

ＩＣＴを活用する力を育むため、

情報モラル教育の対象学年を拡

大します。

■学校施設の半数以上が築50年を超え、老朽化が進ん

でいます。安全で快適な教育環境を保持するため、

校舎等を計画的に改築・改修します。

■熱中症対策として、武道場への空調機設置および

老朽化した普通教室等の空調機更新を進めていま

す。いずれも令和９年度までに完了します。

▲本年４月に開校する
みらい青空学園の外観
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１ 小学校低学年の学級担任補佐の全校配置

８年度から、学級担任を補佐するエデュケーション・アシスタ
ントを全区立小学校（65校）の第１学年に１名ずつ配置します。
規模の大きな学校には、第２学年にも１名配置します。

４ 学校施設の整備

⑴ 小中学校校舎等の改築・改修スケジュール

築80年（長寿命化に適さない学校は60年）を迎える学校を選定
の基本とし、改築を概ね年２校ずつ、長寿命化を概ね年１～２校
ずつ行います。

５ 柱１ 子どもたちの笑顔輝くまち

２ 教員の働き方改革の推進

⑴ 部活動における支援の拡大
① 部活動の地域展開

地域の方々が中心となって運営する
「総合型地域スポーツクラブ（ＳSＣ）」
と協働し、休日にスポーツ活動を行う場を
提供する事業を通年で実施します。

② 部活動顧問へのサポート拡大
教員に代わって部活動の顧問を担うことができる部活動

指導員の配置を、現在の各校１名から２名に拡充します。

⑵ 学校生活支援員の配置拡大

配慮を要する児童・生徒の支援を教員とともに行う学校生
活支援員の配置を、16名増員します（計293名）。

３ ＩＣＴを活用した教育内容の充実

⑴ 電子黒板などの教室用ICT機器の更新

画面の拡大により視認性を高め、タッチ操作や表示機能の

精度を向上させることで、授業の質の向上につなげます。

⑵ 情報モラル教育の対象学年の拡大

児童生徒用タブレットパソコン、携帯電話などの使い方の
ルール、ＳＮＳ利用時の注意事項など、正しい活用方法を身
に付けるために、情報モラル講習の対象をこれまでの小学５
年生と中学２年生から、全学年に拡大して実施します。

⑵ 武道場、普通教室等の空調整備

災害時の避難拠点としての役割を持つ武道場に、８年度は12
校で空調の設置工事を行います。また、普通教室等の空調機を
８年度は小学校29校、中学校15校で更新を行います。

⑶ 小中一貫教育校「みらい青空学園」の開校

８年４月に、区内で２校目となる小中一貫教育校「みらい青
空学園」が開校します。児童館、学童クラブ、地域包括支援セ
ンター、街かどケアカフェの４つの施設が併設されます。

６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度

豊玉中学校

大泉第三小学校

石神井西中学校

大泉小学校

石神井南中学校

開進第一小学校

開進第二小学校

向山小学校

練馬東小学校

田柄中学校

豊溪小学校
工
事

長寿命化

みらい青空学園（小中一貫教育校）

立野小学校

学校名

長寿命化

設
計

上石神井小学校・上石神井中学校

中村西小学校

大泉学園中学校

練馬小学校

大泉第二小学校

豊玉第二小学校

中村小学校
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業 

務

内

容

①提出物の集約、出欠確認のための保護者連絡など

②朝支度の手伝い、けがの応急処置、子どもの観察など

③教材準備、学習・給食・清掃等の指導補助など

④学校行事の準備補助など



６ 柱１ 子どもたちの笑顔輝くまち

障害のある児童生徒への支援強化

不登校児童・生徒への支援の充実

生活困窮世帯への経済的支援の充実

支援が必要な子どもたちへの取組の充実

２ 不登校児童・生徒への支援の充実

■区内の不登校児童・生徒数は増加しています。

児童・生徒の将来的な社会的自立に向け、引き続き一人

ひとりの状況に応じた支援を実施します。

１６,６５７千円（障害のある児童生徒への支援強化）

６８,０８１千円（不登校児童・生徒への支援）

５０６,１３２千円（生活困窮世帯への経済的支援の充実）

新規
・

充実

１ 障害のある児童生徒への支援強化

■特別な配慮を必要とする子どもたちは増加傾向にあり、障害の重複

や医療的行為等、必要な支援も複雑化・多様化しています。

一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな支援が必要です。

■令和７年３月に策定した「練馬区特別支援教育実施方針」に基づき、

健康・福祉などの関係部署との連携を強化し、特別支援教育を推進

します。

▲就学相談件数、特別支援学級・特別支援教室在籍者数の推移

■近年の物価高騰など、家庭を取り巻く状況が変化し、教育に

かける保護者の経済的負担は重くなっています。

■就学援助の認定基準額や小・中学校における入学準備費を

引き上げ、生活に困窮している世帯を支援します。

３ 生活困窮世帯への経済的支援の充実

634 707 824 931 950 

378 
439 

562 
717 721 

R２ R３ R４ R５ R６

不
登
校
児
童
・
生
徒
数
の
推
移

（人）

1,671

1,012
1,146

1,386

1,648
不登校児童数（小学校）

不登校生徒数（中学校）

557件

638件 629件

693件

765件

1,460人

1,647人

1,787人

1,907人
2,052人

500

550

600

650

700

750

800

850

900

1,200人

1,400人

1,600人

1,800人

2,000人

2,200人

R3 R4 R5 R6 R7

就学相談件数 特別支援学級・特別支援教室在籍者数
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２ 不登校児童・生徒への支援の充実

⑴ ＩＣＴを活用した学習・相談支援の充実

６ 柱１ 子どもたちの笑顔輝くまち

▲メタバースの
画面イメージ

３ 生活困窮世帯への経済的支援の充実

⑴ 就学援助認定基準額の引き上げ
８年度から、就学援助認定の基準係数を生活保護基準の1.2倍

から1.4倍に認定基準額を引き上げます。

⑵ 小中学校における入学準備費の引き上げ

従来から就学援助認定者に支給している入学準備費を８年度

入学者から引き上げます。

世帯人数 世帯構成 R7基準額 R8基準額

４人
父（39歳）・母（39歳）
子（９歳）・子（５歳）

約360万円
約400万円

（約40万円増額）

R7入学者 R8入学者

小学校 54,060円 91,600円（37,540円増）

中学校 63,000円 101,000円（38,000円増）

６年度から試行実施している「メタバー
スを活用した学習・相談支援」を本格実施
します。
児童・生徒等を対象としたアンケートの

結果を踏まえ、効果的な活動プログラムを
実施します。

⑵ 校内別室指導支援員の充実

不登校および不登校傾向の児童・生徒の教室以外の学校での
居場所を設置する「別室対応」を実施しており、７年度には
「校内別室指導支援員」を全校に配置しました。
多様な学びの場の一つとして、一人ひとりの状況に応じた支援

の充実を図ります。

１ 障害のある児童生徒への支援強化

⑴ 子ども・保護者・学校の総合調整を担う組織の設置【新規】

教育委員会内に障害児の支援調整を担う「（仮称）教育福祉

課」を設置します。福祉職、心理職等の専門的人材を配置し、特

別な配慮が必要な児童生徒や保護者、学校への支援を強化します。

①就学に関する総合的な相談窓口の設置

②学校への継続的なアウトリーチ型相談事業の実施

③専門部署と連携した(仮称)支援調整会議の開催(９年度～)

⑵ 民間支援機関と連携した指導の実施

民間支援機関と連携し、言語聴覚士や作業療法士等を含めた
専門的人材による指導を実施します。

⑶ 就学前教育相談の実施

区立幼稚園の空き教室等を活用し、民間支援機関による就学

前教育相談を実施します。

⑷ 特別支援学級増設に向けた準備・検討

障害のある児童生徒の増加に対応するために、知的障害学級
(固定)の増設の準備を進めます。また、支援の更なる充実を図る
ため、自閉症・情緒障害学級(固定)の設置に向け検討を進めます。

保護者 学校 子ども

① 就学に関する相談窓口の一元化

就学相談 福祉サービス ② 学校訪問

一 人 ひ と り の 状 況 に 応 じ た き め 細 や か な 支 援 を 実 施

③ 支援調整会議
困
難

事
例

困
難

事
例
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23 柱５ いきいきと心豊かに暮らせるまち

みどりの中で優れた文化芸術を楽しめるまち
新規
・

充実

美術館・貫井図書館の全面リニューアル推進

もっともっとアートプロジェクトの展開

練馬の歴史を活かした映像文化のまちづくり

図書館サービスの充実

２２,７０５千円（美術館・貫井図書館のリニューアル）

１６９,８６９千円（野見山暁治氏宅の取得）

３,０３７千円（もっともっとアートプロジェクト）

２５,６５１千円（映像文化事業）

１９,５７１千円（豊玉受取窓口の移転）

１ 美術館・貫井図書館の
全面リニューアル推進 ２ もっともっとアートプロジェクトの展開

■「もっともっとアートプロジェクト」を旗印に、

区の文化芸術の魅力を広く発信します。

■区内では多くの方々が文化芸術活動に取り組んで

います。こうした方とともに新しい発想による事

業について検討します。

■「映像∞文化のまち構想」に基づき、区の多彩

な映像文化資源を活かしたソフト・ハードが一

体となった夢のあるまちづくりに取り組みます。

３ 練馬の歴史を活かした映像文化のまちづくり

４ 図書館サービスの充実

■読書活動の推進などを図るため、図書館サービ

スの充実や利便性の向上に取り組みます。

■「まちと一体となった」「本物のアートに

出会える」「併設の図書館と融合する」と

いう新しい発想により、美術館・図書館の

リニューアルに取り組んでいます。

年齢や障害の有無に関わらず、誰もが自由

に優れた文化芸術を楽しめる文化の拠点を

目指します。

■「美術のまち構想」に基づき、区民の皆さ

んとともに中村橋駅周辺を「だれもがアー

トを感じられるまち」に変身させるよう、

整備を進めます。

▲リニューアルイメージ

▲アートマルシェでのパレード

〔差替え予定〕

▲秋の風物詩「みどりの風 練馬薪能」
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２ もっともっとアートプロジェクトの展開【新規】

文化芸術を「もっと身近に」「もっと親しむ」「もっと広げる」
もっともっとアートプロジェクトを展開します。これまで継続して
開催してきた「みどりの風 練馬薪能」「真夏の音楽会」などのイ
ベントに加え、プロジェクトでは以下の２点に取り組みます。

⑴ 広報発信の強化

区が実施するイベントや区民の皆さんが地域で取り組む文化
芸術イベントの情報など、区の文化芸術の魅力をSNS等により
広く発信します。

⑵ 「文化芸術のまち ねりま」を
区民とともにつくる
区民の皆さんと意見交換を行い、新たな

文化芸術事業を検討します。まちなかでの
様々な文化芸術事業を開催します。

23 柱５ いきいきと心豊かに暮らせるまち

４ 図書館サービスの充実

豊玉リサイクルセンターに併設の「豊玉受取窓口」を、桜台駅
直近の鉄道高架下に移転し、利便性の大幅な向上を図ります。８
年度は測量や設計を行い、10年１月頃に移転します。
７年１月から開始した電子書籍貸出サービスは、８年度も更に

コンテンツの充実を図ります。

１ 美術館・貫井図書館の全面リニューアル推進

⑴ 新美術館・図書館の魅力を発信！
区立図書館などを巡回しながら、新施設の魅力を分かりやすく

伝える展示や、まちづくりを含めたＰＲを展開するなど、機運
醸成に向けた取組の充実を図ります。
建設市場の動向など、工事着手に向けて、情報収集を行います。

⑵ だれもがアートを感じられるまち「中村橋」へ
美術館、中村橋駅、商店街などをつなぐ道「アート・コミュ

ニケーション・コリドー」について、地域の皆さんと検討する
「（仮称）コリドー・リンクス」を立ち上げます。
令和８年11月開催の「アートマルシェ」では、コリドー内に

「アートスポット」を設置し、アートを発信します。

⑶ 野見山暁治氏宅の取得
練馬区名誉区民で画家の故・野見山暁治氏が晩年まで創作活

動をしていた自宅兼アトリエを取得します。今後、区の文化財
として保存に努めるほか、９年２月に美術館で開催予定の「（
仮称）野見山暁治」展に合わせてアトリエツアーを行います。

３ 練馬の歴史を活かした映像文化のまちづくり

⑴ 「ねりま漫画サロン」の開催
村上もとかさんをはじめ、区ゆかりの漫画家らと連携し、

トークイベントやワークショップなどを内容とする漫画イベ
ント「ねりま漫画サロン」を引き続き開催します。

⑵ 映像文化の区内外への発信
日本を代表する俳優による対談

動画「ねりま映画サロン」や映像
制作の第一線で活躍する方々への
インタビュー動画「ねりま映像人
インタビュー」など、区の映像文
化を区内外に広く発信します。

▲ねりま映画サロン

▲まちなかでのコンサート

▲ねりま漫画サロンキービジュアル ▲村上もとかさん
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令和８年度 寄付メニューをご紹介！

区の取組を応援する気持ちを形にする寄付メニューを拡充します。
令和８年度は、新たに３件の寄付メニューを創設し、引き続き目標額を設定したクラウドファンディングも活用します。
いただいた寄付金は全て、寄付者の思いに沿って最大限活用させていただくため、返礼品はありません。

子どもたちの未来のために！
新美術館・図書館をみんなでつくろう！

区内初のスケートボード広場！
石神井松の風文化公園を応援！

石神井松の風文化公園に、区内初の
スケートボード広場、フットサル場兼
庭球場および夜間照明を新たに設置し、
スポーツを楽しめる環境を充実します。
いただいた寄付金はスケートボード

広場や備品の充実に活用します。

四季の香ローズガーデン
         開園10周年記念プロジェクト

光が丘にある四季の香ローズガーデ
ンは、国内でも珍しいバラの香りを
テーマにした公園で、約340品種のバ
ラが楽しめます。令和８年５月に、開
園10周年を記念したセレモニーを開催
します。
いただいた寄付金は記念事業やバラ

の育成などに活用します。

New New

「まちと一体となった」「本物の
アートに出会える」「併設の図書館と
融合する」という新しい発想により、
美術館・貫井図書館のリニューアルに
取り組んでいます。
いただいた寄付金は「ブック・アー

ト・キッズスペース」など美術館・図
書館を利用する子どもたちのために活
用します。

寄付メニュー（クラウドファンディング型）
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ひとり親家庭の子ども達を応援！
～体験格差解消プロジェクト～

住み慣れたねりまでいつまでも!!
～医療的ケア児者・家族応援プロジェクト～

児童養護施設などで育った若者を応援！
～ねりま羽ばたく若者応援プロジェクト～

ふるさと納税制度は、憲法に定める地方自治の本旨に反し、「住民サービスの経費は住民自らが負担する」という住民自治の大原則を破壊するものです。
しかも、現在は過剰な返礼品競争に堕しています。
令和８年度当初見込みの住民税流出額は、学校１校の改築費用に相当する約64億円となり、区政運営に深刻な影響が出ています。
区は、返礼品競争には与さず、特別区長会や東京都と力を合わせ、国に制度廃止を含めた抜本的な見直しを求めています。

区のふるさと納税に対する考え方

この他にも、区独自のさまざまな寄付メニューを用意します。
詳細は、ねりま区報や区公式ホームページ等でお知らせします。

都営大江戸線の延伸は、都内はもとより
東京圏全体が更に発展するために欠かせ
ない事業です。区においても鉄道空白地
域を改善し、多くの事業効果をもたらす
ものであり、必ず実現しなければならな
い事業です。
いただいた寄付金は延伸のための基金

へ積み立てて、区が担うべき財源の一部
や沿線のまちづくりなどに活用します。

大江戸線延伸の実現に向けて応援したい！

その他主な寄付メニュー

人も動物も！
ともに幸せに生きられるまちを実現したい！

New

▲区公式ホームページはこちら
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予算規模 特別区税 特別区交付金

令和８年度予算のあらまし

令和８年度 練馬区当初予算概要

一般会計予算規模

令和８年度の一般会計の予算規模は3,686億8,101万円で、
前年度に比べて、169億9,523万円、4.8％の増となりました。

区 分 令和８年度 令和７年度 増減額
増減率

８年度 ７年度

一般会計 368,681 351,686 16,995 4.8 8.9

（

特

別

区

税

・

特

別

区

交

付

金

）

（

予

算

規

模

）

(単位：百万円・％）
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（参考）一般会計予算規模と特別区税・特別区交付金の推移はつぎのとおりです。

R３ R４ R５ R６ R７ R８
（年度）

（億円） （億円）



※ 項目ごとに四捨五入しているため、各欄の合計と合計欄が一致しないことがあります。

一般会計予算の概要

１ 歳 入

24

款　　　　　　　　　別 構成比 構成比

1 特 別 区 税 80,378 21.8 76,522 21.8 3,856 5.0

2 地 方 譲 与 税 1,072 0.3 1,045 0.3 27 2.6

3 利 子 割 交 付 金 273 0.1 350 0.1 ▲ 77 ▲ 22.0

4 配 当 割 交 付 金 2,300 0.6 1,570 0.4 730 46.5

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 2,917 0.8 2,400 0.7 517 21.5

6 地 方 消 費 税 交 付 金 21,980 6.0 19,550 5.6 2,430 12.4

8 環 境 性 能 割 交 付 金 0 0.0 290 0.1 ▲ 290 ▲ 100.0

9 地 方 特 例 交 付 金 911 0.2 520 0.1 391 75.1

9 特 別 区 交 付 金 113,291 30.7 106,435 30.3 6,856 6.4

10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 54 0.0 57 0.0 ▲ 3 ▲ 5.3

18 繰 越 金 2,000 0.5 2,000 0.6 0 0.0

（一般財源）　　小　計 225,175 210,738 14,437 6.9

11 分 担 金 及 び 負 担 金 77 0.0 1,026 0.3 ▲ 949 ▲ 92.5

12 使 用 料 及 び 手 数 料 4,582 1.2 5,105 1.5 ▲ 523 ▲ 10.2

13 国 庫 支 出 金 70,570 19.1 67,989 19.3 2,581 3.8

14 都 支 出 金 38,870 10.5 34,569 9.8 4,302 12.4

15 財 産 収 入 1,554 0.4 900 0.3 655 72.8

16 寄 付 金 15 0.0 13 0.0 2 14.6

17 繰 入 金 13,376 3.6 15,063 4.3 ▲ 1,687 ▲ 11.2

19 諸 収 入 7,191 2.0 6,959 2.0 231 3.3

20 特 別 区 債 7,270 2.0 9,323 2.7 ▲ 2,053 ▲ 22.0

（特定財源）　　小　計 143,506 140,947 2,559 1.8

歳 入 合 計 368,681 100.0 351,686 100.0 16,995 4.8

（単位：百万円・％）

令和8年度 令和7年度 増減額 増減率



※ 項目ごとに四捨五入しているため、各欄の合計と合計欄が一致しないことがあります。

２ 歳 出

⑴ 目的（款）別歳出は、つぎのとおりです。
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構成比 構成比

1 議 会 費 1,071 0.3 1,048 0.3 24 2.3

2 総 務 費 32,885 8.9 28,965 8.2 3,920 13.5

3 区 民 費 22,034 6.0 20,917 6.0 1,118 5.3

4 産 業 経 済 費 5,678 1.5 3,658 1.0 2,020 55.2

5 地 域 文 化 費 8,942 2.4 8,514 2.4 428 5.0

6 保 健 福 祉 費 99,676 27.0 98,844 28.1 832 0.8

7 環 境 費 15,724 4.3 14,236 4.1 1,488 10.5

8 都 市 整 備 費 12,426 3.4 10,672 3.0 1,753 16.4

9 土 木 費 16,060 4.4 15,331 4.4 730 4.8

10 教 育 費 53,211 14.4 53,535 15.2 ▲ 324 ▲ 0.6

11 こ ど も 家 庭 費 90,648 24.6 86,807 24.7 3,842 4.4

12 公 債 費 5,832 1.6 4,577 1.3 1,255 27.4

13 諸 支 出 金 4,395 1.2 4,483 1.3 ▲ 88 ▲ 2.0

14 予 備 費 100 0.0 100 0.0 0 0.0

368,681 100.0 351,686 100.0 16,995 4.8歳   出  合  計

（単位：百万円・％）

款　　　　　　　　　別 令和8年度 令和7年度 増減額 増減率



【目的別歳出グラフ】

① 環境費 … 157億2371万円（4.3％）温暖化対策や清掃リサイクル、緑化推進などの経費

② 地域文化費 … 89億4173万円（2.4％）地域振興や文化・生涯学習、スポーツ振興などの経費

③ 都市整備費 … 124億2552万円（3.4％）まちづくりの経費

まちづくりや道路に関する都市整備費、土木費の合計は、

284億8573万円となり、全体の7.7％です。

福祉や子どもに関する保健福祉費、

こども家庭費、教育費の合計は、

2435億3457万円となり、

全体の３分の２(66.1％)を占めています。

※ 項目ごとに四捨五入しているため、
合計が一致しないことがあります。

歳出
【目的別】

総務費 328億8533万円（8.9％）

防災や広報、電算システムなどの経費

区民費 220億3420万円（6.0％）

戸籍・住民基本台帳事務や区民事務所
などの経費

公債費 58億3153万円（1.6％）

区が借りたお金の返済に充てる経費
（元金・利子・手数料など）

その他 112億4422万円（3.0％）

議会費、産業経済費、諸支出金、予備費

土木費 160億6022万円（4.4％）

公園や道路の建設・管理などの経費

③

こども家庭費
906億4817万円（24.6％）
保育所や児童館、児童手当などの経費

②

①
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保健福祉費
996億7583万円（27.0％）
生活保護や高齢者・障害者施策、
健康づくりなどの経費

教育費 532億1056万円（14.4％）

小学校や幼稚園、図書館などの経費



① 義務的経費
人件費：職員の定年の隔年発生に伴う退職手当の増などにより、47億6,200万円、9.8％の増となりました。
扶助費：私立保育所運営経費の増や生活保護費の増などにより、41億6,400万円、3.6％の増となりました。
公債費：満期一括償還額の増などにより、12億5,700万円、27.5％の増となりました。

② 投資的経費
小中学校営繕費の減などにより、13億5,600万円、3.2％の減となりました。

③ その他の経費
物価上昇に伴う物件費の増などにより、その他経費全体では81億6,800万円、5.9％の増となりました。

※ 項目ごとに四捨五入しているため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。

⑵ 性質別歳出は、つぎのとおりです。
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（単位：百万円、％）

歳出額 構成比 歳出額 構成比

179,784 48.8 169,601 48.2 10,183 6.0

人件費 53,566 14.5 48,804 13.9 4,762 9.8

扶助費 120,388 32.7 116,224 33.0 4,164 3.6

公債費 5,831 1.6 4,573 1.3 1,257 27.5

41,199 11.2 42,555 12.1 △ 1,356 △ 3.2

普通建設費 41,199 11.2 42,555 12.1 △ 1,356 △ 3.2

147,698 40.1 139,530 39.7 8,168 5.9

368,681 100.0 351,686 100.0 16,995 4.8

増減額 増減率性　　　質

その他経費

合　　　計

義務的経費

投資的経費

令和8年度 令和7年度



物件費
838億7300万円
（22.7％）
物品の購入や
施設の管理などの経費

公園
12億5143万円(3.0%)

区立施設（学校以外）
75億9490万円(18.4%)

その他（耐震化補助等）
99億2624万円(24.1%)

まちづくり
13億904万円
(3.2%)

学校
152億801万円(36.9%)

道路・橋梁
59億912万円
(14.4%)

生活保護費
338億267万円(28.1%)

私立保育所等運営費
311億4862万円(25.9%)

障害者（児）自立支援給付費等
235億4923万円(19.5%)

その他
638億2490万円（17.3％）
補助費、維持補修費、
繰出金など

普通建設費
411億9874万円（11.2％）
学校や区立施設、公園、
道路などを建設するための経費

公債費
58億3051万円（1.6％）
区が借りたお金の返済に
充てる経費(元金・利子)

義務的経費

その他経費

歳出
【性質別】

※ 項目ごとに四捨五入しているため、
合計が一致しないことがあります。

投資的経費

人件費
535億6576万円（14.5％）
区職員の給与や区長・区議会議員の報酬など

扶助費
1203億8812万円（32.7％）
子ども、高齢者、障害者、
生活困窮者などを支援する
ための経費

【性質別歳出グラフ】

［投資的経費内訳］

［扶助費内訳］
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その他(心身障害者福祉手当、
就学援助、児童育成手当、
児童扶養手当など)

132億642万円(11.0%)

子ども医療費助成費
43億6782万円(3.6%)

児童手当
143億1336万円
(11.9%)



柱１

日大光が丘病院問題解決

西武新宿線立体化促進協議会発足

練馬の未来を語る会初開催

26 年度

練馬こぶしハーフマラソン初開催
農の学校開校

全国初の幼保一元化施策
「練馬こども園」創設

重症心身障害児(者)の家族支援
在宅レスパイト事業開始

関越道高架下施設工事着手
都市計画マスタープラン改定
都計道「第四次事業化計画」策定
都内最長の優先整備路線
練馬区エネルギービジョン策定

こどもの森・美術の森・
大泉アニメゲートオープン
産業見本市・練馬まつり同時開催

大江戸線延伸都の優先的整備
検討路線に位置付け

27 年度

まちゼミねりま、ねりマルシェ開催

ねりまビッグバン開始
よりどりみどり練馬CM放映

おひさまぴよぴよ開始

重度障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ整備（10室）

練馬型放課後児童対策事業
「ねりっこクラブ」開始
練馬区教育･子育て大綱策定
ひとり親家庭ニーズ調査実施

はつらつシニアクラブ開始
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ開催 
特養老人ホーム整備加速【都内１位】

文化振興協会に大谷康子理事長就任
四季の香ローズガーデン、
清水山の森、中里郷土の森緑地開園
石神井観光案内所開設

協働推進課設置
ねりまちレポーター創設

28 年度

街かどケアカフェこぶし開設

保育所待機児童ゼロ作戦開始

大江戸線延伸が国の
「進めるべきプロジェクト」に選定

みどりの風練馬薪能初開催

みどりの区民会議設置

H28.3

人口72万人突破

改革ねりま これまで

H27.3

「みどりの風吹く

まちビジョン」

策定

H27.6

ビジョン・

アクションプラン

策定

ビジョン

（政策）

区政改革
ビジョンに掲げる

政策を実現する

仕組みや態勢の見直し

H27.6

区政改革推進

会議 設置

H27.12

練馬区の

「これから」を

考える 公表

H28.3

区政改革推進会議より

「区政改革に関する
提言」

柱３

柱２

柱４

柱６

柱５
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▲美術の森緑地

▲テレビCM

▲練馬こども園

▲みどりの風 練馬薪能

▲街かどケアカフェ
こぶし

▲四季の香 ローズガーデン
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元年度

練馬こども園の新たな仕組み充実
都児童相談センターと
子ども家庭支援センター連携強化

練馬こどもカフェ開始

世界都市農業サミット開催
映像∞文化のまち構想素案公表

コンビニ・薬局と協働した
新たな街かどケアカフェ開始

順天堂練馬病院増築棟診療開始
高齢者等の住まい確保支援事業開始

鉄道立体化早期事業化に向けた取組
『攻めの防災』取組強化

大江戸線延伸推進基金
目標額到達（累計50億円）

西武鉄道「練馬駅」 ホームドア整備
危険ブロック塀等撤去費助成開始

窓口改革開始（窓口情報提供ｼｽﾃﾑ）

H30.3

公共施設等

総合管理計画
【実施計画】

H31.3

第2次ビジョン・

アクションプラン
【戦略計画】

策定

地域包括支援センター再編・充実
練馬区初の障害児保育園開設
順天堂練馬病院増築棟建設着工

３歳児１年保育開始
「のびのびひろば」開始
小中体育館空調設備整備着手

鉄道立体化早期事業化への取組
『攻めの防災』着手

美術館再整備構想策定着手
世界都市農業サミット(プレ)開催

３０年度

区立幼稚園での預かり保育開始
不登校児童への対策充実

高齢者世帯等への訪問支援開始
心障福祉手当精神障害者へ拡大

特定緊急輸送道路
沿道建築物等耐震強化
学校ブロック塀等緊急対策実施

四季の香ローズガーデン拡充着手
真夏の音楽会初開催

協働ワークショップ開催
公園や憩いの森の区民管理拡充

H30.4

人口73万人突破

H30.6

グランド

デザイン構想

策定

H29.12

財政パンフ
「練馬区のおさいふ」発行

アイメイト訓練区役所で初実施
福祉事務所の体制強化

ひとり親家庭自立応援プロジェクト開始
保育定員さらに拡大

関越道高架下４施設開設
区独自の空き家対策条例制定

果樹あるファーム、マルシェ充実

区民参加で70周年記念事業展開

29 年度

都と連携し虐待・育児孤立防止へ
見守り訪問・要支援家庭ｼｮｰﾄｽﾃｲ開始

回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ新病院開院
練馬光が丘病院改築基本構想策定

西武新宿線立体化促進大会開催
無電柱化推進計画策定
23区初 コメリと災害協定締結

世界都市農業サミット準備本格化
シェアサイクル社会実験開始

コンサート、こどもｱｰﾄｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ、
花火フェスタ、真夏の第九、
練馬薪能、記念パレードなど開催
地域おこしプロジェクト開始

H29.8.1

独立70周年

H29.12

グランドデザイン

構想（素案）

策定

H30.3

ビジョン・

アクションプラン
（30・31年度）

策定

H28.10

「区政改革計画」

策定

情報化基本計画

H29.3

公共施設等
総合管理計画

学校施設管理

基本計画

▲花火フェスタ

▲地域おこし
プロジェクト

▲アイメイト訓練

▲真夏の音楽会

▲世界都市農業サミット・
プレイベント

▲障害児保育園
ヘレン中村橋

▲世界5都市ととも
にサミット宣言

▲ねりまランタン
フェスティバル

▲練馬こどもカフェ
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本当に住みやすい街大賞第2位に

（大泉学園）

おうちでこどもカフェ（オンライン）開催

ワクチン接種体制「練馬区モデル」展開
練馬区酸素・医療提供ステーション設置

全国初 LINEによる“保活”支援サービス
「保育指数シミュレーション」提供

保育所待機児童“ゼロ”達成

四季の香ローズガーデン リニューアル

70歳・75歳対象“もの忘れ検診”開始

『高齢者みんな健康プロジェクト』開始

映像∞文化のまち構想策定
美術館再整備基本構想策定

区独自の学童クラブ待機児童対策
「ねりっこプラス」開始

順天堂練馬病院90床増床

西武新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）連続
立体交差化計画都市計画決定

区役所に農産物自動販売機（ねり丸直売
所）設置

電子申請サービス拡大
マイナンバーカード交付体制強化

3年度

R1.6

第2次ビジョン・

アクションプラン
（元年度～3年度）

策定

R2.4

人口74万人突破

R4.3

改定

アクションプラン
（4年度～５年度）

策定

R2.3

公共施設等

総合管理計画
【実施計画】

R4.3

公共施設等

総合管理計画
【実施計画】

窓口改革更に拡大

新型コロナウイルス感染症に関する
「生活相談コールセンター」開設

区独自ひとり親家庭支援のための
臨時特別給付金支給（1世帯5万円）

練馬発都区合同”練馬区虐待対応拠点”設置
民間保育園・学童クラブなどの従事者への
特別奨励金給付
全国初 LINE“保活”支援サービス開始

保育園・幼稚園等のこども分野などに従事する
エッセンシャルワーカーへ特別給付金支給
感染患者入院受入れや帰国者・接触者外来設
置病院への経営支援
新型コロナPCR検査検体採取センター開設

練馬区民事務所リニューアルオープン
申請書一括作成システム運用開始

放射第35号線開通、北町地区地区計画決定

東京あおば農業協同組合と都市農業の振興・
都市農地の保全に関する協定締結

防災まちづくり推進地区3地区指定・取組推進
区内初実地での土砂災害訓練実施

2年度

ワクチン接種体制「練馬区モデル」を構築

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

感
染
拡
大

事
業
の
緊
急
見
直
し

実
施

事
業
の
緊
急
見
直
し

実
施

練馬光が丘病院移転・改築事業完了
慈誠会・練馬高野台病院開院

保育所待機児童 2年連続“ゼロ”継続

桜台東部地区重点地区まちづくり計画決定

区民事務所など窓口での遠隔手話通訳開始
医療的ケア児のショートステイ開始
障害者ＩＣＴ相談窓口開設

練馬区障害者の意思疎通の促進と
手話言語の普及に関する条例制定

美術館改築等基本設計事業者選定

区独自保育士等処遇改善対象者拡大
ひとり親ニーズ調査実施
ヤングケアラー実態調査実施

稲荷山公園基本計画（整備イメージ）策定
石神井公園駅南口西地区市街地再開発組合
都が設立認可

全国都市農業フェスティバル開催概要決定
「高松みらいのはたけ」オープン
これからの図書館構想策定

お悔みコーナー開設
LINEを活用した情報発信拡充

4年度

順天堂練馬病院が三次救急医療機関に指定

▲ねり丸直売所

▲高松みらいのはたけ

▲リニューアルした
練馬区民事務所

▲PCR検査検体採取センター
▲練馬区酸素・医療提供
ステーション

▲おくやみコーナー開設
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R5.3

取組体制

強化プラン

5年度

保育所待機児童３年連続“ゼロ”継続

都が設置した大江戸線延伸ＰＴとの連携・協議

フレイル予防アプリ「フィット＆ゴー」配信開始
公衆浴場での「フロ・マエ・フィットネス」開始
失語症の当事者団体へ意思疎通支援者派遣

「医療的ケア児相談窓口」開設

全国都市農業フェスティバル開催

保育園入園申請等のオンライン化
子ども相談アプリ「ねりまホッとアプリ＋」導入

新館長に伊東正伸氏〔美術館〕、村上もとか氏
〔石神井公園ふるさと文化館〕着任

避難行動要支援者の個別避難計画作成着手

朝ドラ「らんまん」放送にあわせた、名誉区民
牧野富太郎博士関連事業展開

牧野博士の書斎復元展示公開・
牧野記念庭園の来園者年間18万人突破

都立練馬城址公園開園、スタジオツアー東京開業
日帰りツアー「ようこそ練馬ぶらり旅」実施

初の野外コンサート「ねりまの森の音楽祭」開催

R6.３

第3次ビジョン・

アクションプラン
策定

R6.3

公共施設等
総合管理計画
【実施計画】

保育所待機児童４年連続“ゼロ”継続

公園トイレリニューアル方針の策定
ねりまの森こどもフェスタの開催

熱中症対策の強化

練馬こども園の拡充
ねりま子育て応援アプリの開始
学童クラブ入会申請のオンライン化

６年度

東京都練馬児童相談所開設

医療的ケアにも対応した重度障害者の地域
生活支援拠点の整備に着手

災害予防対策「攻めの防災」の更なる加速化

全国初 AIを活用した収納対策を開始

パリ2024オリンピックおよびパラリンピッ
クメダリストに練馬区民栄誉賞を授与

イプスウィッチ市・上田市友好提携30周年

ふるさと納税流出額約50億円（新たな寄付
メニューの募集・検討）

東京2025デフリンピックメダリストに練馬
区民栄誉賞を授与

練馬文化センターリニューアル

23区初介護予防分野でPFSを導入

R７.８

人口7５万人突破

保育所待機児童５年連続“ゼロ”継続

ねりまママパパてらすの実施

こども誰でも通園事業の試行実施

７年度

ねりま羽ばたく若者応援プロジェクト開始

困難な問題を抱える女性への支援の強化

防犯対策の促進

全国都市農業フェスティバル2025開催

新たな寄付メニューの募集開始

大江戸線延伸の更なる推進
（基金の積み増し）

光が丘医療福祉プラザの開設

ひとり親家庭自立支援プロジェクトの充実
（学習クーポン事業の開始）

障害児の兄弟姉妹（きょうだい児）の支援事
業の開始

▲区民栄誉賞顕彰式
（オリンピック金メダリスト）

▲区民栄誉賞顕彰式
（パラリンピック金メダリスト）

▲光が丘医療福祉プラザ

▲ねりま羽ばたく若者
応援プロジェクト開始▲牧野博士の書斎再現

▲ねりまの森の音楽祭

東京都が都営大江戸線延伸の事業

化に向けた検討結果を公表

▲東京都練馬児童相談所
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議案第３号 

 

 

 「練馬区立小学校および中学校の学校医、学校歯科医ならびに学校薬剤師

の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例」の制定依頼について 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和８年１月２３日 

 

   提出者 教育長  三 浦 康 彰 

 

 

 

 「練馬区立小学校および中学校の学校医、学校歯科医ならびに学校薬剤師

の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例」の制定依頼について 

 

 

 

 このことについて、別紙のとおり制定を練馬区長あて依頼するものとする。 
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令 和 ８ 年 １ 月 2 3日 

教育振興部保健給食課 

 

 練馬区立小学校および中学校の学校医、学校歯科医ならびに学校薬剤師の公務災

害補償に関する条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正の理由 

  都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

（昭和37年東京都条例第80号）の一部改正を踏まえ、補償基礎額等について、東

京都との均衡を図るため、所要の改正を行う。 

 

２ 改正の内容 

 ⑴ 介護補償の限度額を改定する。（第11条関係） 

  ア 常時介護を要する状態にあり介護を受けた日がある場合 

    177,950円 → 186,050円 

  イ 随時介護を要する状態にあり介護を受けた日がある場合 

    88,980円 → 92,980円 

 ⑵ 休業補償等の額の算定の基礎となる補償基礎額を改定する。（別表関係） 

ア 経験年数５年未満の場合 
   (ｱ) 学校医および学校歯科医  8,529円 → 9,060円 

   (ｲ) 学校薬剤師   7,164円 → 7,629円 

イ 経験年数５年以上10年未満の場合 

   (ｱ) 学校医および学校歯科医  9,909円 → 10,332円 

   (ｲ) 学校薬剤師   7,932円 →  8,340円 

ウ 経験年数10年以上15年未満の場合 

   (ｱ) 学校医および学校歯科医  12,351円 → 14,175円 

   (ｲ) 学校薬剤師    9,438円 →  9,873円 

エ 経験年数15年以上20年未満の場合 

   (ｱ) 学校医および学校歯科医  13,575円 → 14,175円 

   (ｲ) 学校薬剤師   10,701円 → 11,073円 

オ 経験年数20年以上25年未満の場合 

   (ｱ) 学校医および学校歯科医  15,837円 → 16,467円 

   (ｲ) 学校薬剤師   11,610円 → 11,907円 

カ 経験年数25年以上の場合 

   (ｱ) 学校医および学校歯科医  16,866円 → 17,496円 

   (ｲ) 学校薬剤師   11,970円 → 12,246円 

  

３ 施行期日 

公布の日 
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４ 新旧対照表 

次頁のとおり 
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練馬区立小学校および中学校の学校医、学校歯科医ならびに学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例新旧対照表 

現 行 改正案 

（介護補償） （介護補償） 

第11条 ［略］ 第11条 ［略］ 

２ 介護補償は、月を単位として行うものと

し、その額は、１月につき、つぎの各号に

掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める額とする。 

２ 介護補償は、月を単位として行うもの

とし、その額は、１月につき、つぎの各号

に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める額とする。 

 ⑴ 介護補償に係る障害（障害の程度に変

更があった場合は、その月における最初

の変更の前の障害。第３号において同

じ。）が常時介護を要する程度の障害と

して規則で定めるものに該当する場合

（次号において「常時介護を要する場

合」という。）において、その月に介護

に要する費用を支出して介護を受けた

日があるとき（同号に掲げるときを除

く。) その月における介護に要する費

用として支出された額（その額が

177,950円を超えるときは、177,950円） 

 ⑴ 介護補償に係る障害（障害の程度に

変更があった場合は、その月における

最初の変更の前の障害。第３号におい

て同じ。）が常時介護を要する程度の障

害として規則で定めるものに該当する

場合（次号において「常時介護を要する

場合」という。）において、その月に介

護に要する費用を支出して介護を受け

た日があるとき（同号に掲げるときを

除く。) その月における介護に要する

費用として支出された額（その額が

186,050円を超えるときは、186,050円） 

 ⑵ ［略］  ⑵ ［略］ 

 ⑶ 介護補償に係る障害が随時介護を要

する程度の障害として規則で定めるも

のに該当する場合（次号において「随時

介護を要する場合」という。）において、

その月に介護に要する費用を支出して

介護を受けた日があるとき（同号に掲げ

るときを除く。） その月における介護

に要する費用として支出された額（その

額が88,980円を超えるときは、88,980

円） 

 ⑶ 介護補償に係る障害が随時介護を要

する程度の障害として規則で定めるも

のに該当する場合（次号において「随時

介護を要する場合」という。）において、

その月に介護に要する費用を支出して

介護を受けた日があるとき（同号に掲

げるときを除く。） その月における介

護に要する費用として支出された額

（その額が92,980円を超えるときは、

92,980円） 

 ⑷ ［略］  ⑷ ［略］ 

  

   付 則 ［略］    付 則 ［略］ 
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  付 則 

 （施行期日等） 

 １ この条例は、公布の日から施行し、この

条例による改正後の練馬区立小学校およ

び中学校の学校医、学校歯科医ならびに

学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

（以下「新条例」という。）第11条の規定

は、令和７年８月１日から適用する。 

 （経過措置） 

 ２ 新条例第11条第２項第１号および第３

号の規定は、令和７年８月１日以後に支

給すべき事由が生じた介護補償について

適用し、同日前に支給すべき事由が生じ

た介護補償については、これらの規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

 ３ 令和７年８月１日からこの条例の施行

の日（以下「施行日」という。）の前日ま

での間において、この条例による改正前

の練馬区立小学校および中学校の学校

医、学校歯科医ならびに学校薬剤師の公

務災害補償に関する条例（以下「旧条例」

という。）第11条第２項第１号および第３

号の規定に基づく介護補償（令和７年８

月１日から施行日の前日までの間に支給

すべき事由が生じたものに限る。）として

支払われた金額は、これらに相当する新

条例の規定に基づく介護補償の内払とみ

なす。 

 ４ 新条例別表の規定（次項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）は、令

和７年４月１日以後に支給すべき事由が

生じた公務災害補償ならびに同日前に支

給すべき事由が生じた傷病補償年金、障

害補償年金および遺族補償年金で同日以

後の期間について支給すべきものの補償

基礎額について適用し、同日前に支給す

べき事由が生じたその他の公務災害補償
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の補償基礎額については、同表の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

 ５ 令和７年４月１日から令和８年３月31

日までの期間における新条例別表の規定

の適用については、同表学校医および学

校歯科医の補償基礎額の項10年以上15年

未満の欄中「14,175円」とあるのは、

「12,951円」とする。 

 ６ 令和７年４月１日から施行日の前日ま

での間において、旧条例別表の規定に基

づく傷病補償年金、障害補償年金および

遺族補償年金（令和７年４月１日から施

行日の前日までの間に係る分に限る。）な

らびに同表の規定に基づく休業補償、障

害補償一時金、遺族補償一時金および葬

祭補償（令和７年４月１日から施行日の

前日までの間に支給すべき事由が生じた

ものに限る。）として支払われた金額は、

これらに相当する新条例の規定（前項の

規定により読み替えて適用する場合を含

む。）に基づく公務災害補償の内払とみな

す。 

  

別表 補償基礎額表（第３条関係） 

医師、

歯科 

医師 

また 

は薬 

剤師 

とし 

ての 

経験 

年数 

５年 

未満 

５年 

以上 

10年 

未満 

10年 

以上 

15年 

未満 

15年 

以上 

20年 

未満 

20年 

以上 

25年 

未満 

25年 

以上 

学校 

医お 

よび 

学校 

8,529

円 

9,909

円 

12,351

円 

13,575

円 

15,837

円 

16,866

円 

別表 補償基礎額表（第３条関係） 

医師、

歯科 

医師 

また 

は薬 

剤師 

とし 

ての 

経験 

年数 

５年 

未満 

５年 

以上 

10年 

未満 

10年 

以上 

15年 

未満 

15年 

以上 

20年 

未満 

20年 

以上 

25年 

未満 

25年 

以上 

学校 

医お 

よび 

学校 

9,060

円 

10,332

円 

14,175

円 

 

14,175

円 

16,467

円 

 

17,496

円 
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歯科 

医の 

補償 

基礎 

額 

学校 

薬剤 

師の 

補償 

基礎 

額 

7,164

円 

7,932

円 

9,438

円 

10,701

円 

11，610

円 

11,970

円 

 

歯科 

医の 

補償 

基礎 

額 

学校 

薬剤 

師の 

補償 

基礎 

額 

7,629

円 

8,340

円 

9,873

円 

11,073 

円 

11,907

円 

12,246 

円 

 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 
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1 

 

議案第４号 

 

 

 「練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の制定依頼に

ついて 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 令和８年１月２３日 

 

    提出者 教育長  三 浦 康 彰 

 

 

 

 「練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」の制定依頼に

ついて 

 

 

 

 このことについて、別紙のとおり制定を練馬区長あて依頼するものとする。 



2 

 

 



3 

 

令和８年１月 23 日 

教育振興部教育指導課 

  

  

練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  

  

１ 改正の理由  
国の取扱い（令和６年人事院勧告）との均衡等を踏まえ、管理職員の処遇改善

（管理職特別勤務手当の支給対象時間帯の拡大）を図るため。 

  

２ 改正の内容  
週休日等以外の日における支給対象時間の拡大に伴う規定の整備を行うととも

に、文言の整理を行う。 

 

⑴ 支給対象範囲の拡大 

 改正前 改正後 

平日夜間の勤務 午前０時から午前５時 午後 10 時から翌日午前５時 

 

⑵ 規則で定める勤務に対する増額 

 改正前 改正後 

週休日等の勤務 1.5 倍 1.5 倍 

平日夜間の勤務 なし 1.5 倍 

 

 

【参考】管理職特別勤務手当の額 

「練馬区立幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則」より抜粋 

 

第２条 条例第 23 条第３項第 1号の練馬区教育委員会規則（以下「規則」と

いう。）で定める額は、つぎの各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。（略） 

ア 園長  10,000 円 

イ 副園長 8,000 円（略） 

 

第３条 条例第 23 条第３項第２号の規則で定める額は、つぎの各号に掲げる

職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。（略） 

ア 園長  5,000 円 

イ 副園長 4,000 円 

 

条例第 23 条第３項第１号＝週休日等の勤務 

条例第 23 条第３項第２号＝平日夜間の勤務 
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３ 施行期日   
令和８年４月１日 

  

４ 新旧対照表  
別紙のとおり 
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練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例新旧対照表 

現 行 改正案 

（管理職員特別勤務手当） （管理職員特別勤務手当） 

第23条 第10条の規定に基づき管理職手当

の支給を受ける職員が臨時または緊急の

必要その他公務の運営の必要により週休

日または休日（次項において「週休日等」

という。）に勤務した場合は、当該職員

には、管理職員特別勤務手当を支給する。

ただし、勤務時間条例第14条第１項の規

定により、委員会が代休日を指定し当該

代休日に勤務しなかった場合には、管理

職員特別勤務手当は支給しない。 

第23条 第10条の規定に基づき管理職手当

の支給を受ける職員が臨時または緊急の

必要その他公務の運営の必要により週休

日または休日（次項において「週休日等」

という。）に勤務をした場合は、当該職

員には、管理職員特別勤務手当を支給す

る。ただし、勤務時間条例第14条第１項

の規定により、委員会が代休日を指定し

当該代休日に勤務をしなかった場合に

は、管理職員特別勤務手当は支給しない。 

２ 前項本文に規定する場合のほか、第10

条の規定に基づき管理職手当の支給を受

ける職員が災害への対処その他の臨時ま

たは緊急の必要により週休日等以外の日

の午前零時から午前５時までの間であっ

て正規の勤務時間以外の時間に勤務した

場合は、当該職員には、管理職員特別勤

務手当を支給する。 

２ 前項本文に規定する場合のほか、第10

条の規定に基づき管理職手当の支給を受

ける職員が災害への対処その他の臨時ま

たは緊急の必要により午後10時から翌日

の午前５時までの間（週休日等に含まれ

る時間を除く。）であって正規の勤務時

間以外の時間に勤務をした場合は、当該

職員には、管理職員特別勤務手当を支給

する。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、つぎの

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。 

３ 管理職員特別勤務手当の額は、つぎの

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める額（前２項に規定する勤務に

従事する時間を考慮して人事委員会の承

認を得て規則で定める勤務にあっては、

その額に100分の150を乗じて得た額）と

する。 

⑴ 第１項本文に規定する場合 同項本

文の規定による勤務１回につき、 

10,000円を超えない範囲内において人

事委員会の承認を得て規則で定める額

（当該勤務に従事する時間等を考慮し

て人事委員会の承認を得て規則で定め

る勤務にあっては、その額に100分の 

150を乗じて得た額） 

⑴ 第１項本文に規定する場合 同項本

文の規定による勤務１回につき、 

10,000円を超えない範囲内において人

事委員会の承認を得て規則で定める額 

⑵ ［略］ ⑵ ［略］ 
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４ ［略］ ４ ［略］ 

  
   付 則 ［略］    付 則 ［略］ 

    付 則 

  この条例は、令和８年４月１日から施行

する。 

 



１　日時　　　令和７年12月26日（金）　 13時25分～17時07分

２　場所　　　全員協議会室

３　質問要旨

物価高対応子育て 1 物価高対応子育て応援手当について

応援手当経費 (1) 支給対象世帯数について

(2) 支給の流れと時期について

(3) 基準日を過ぎて出生した児童の取り扱いについて

(4) 事務経費および支給日について

(5) 離婚等の家庭事由が生じた際の対応について

施設等運営支援 ２ 施設等運営支援臨時給付金について

臨時給付金 (1) 施設類型ごとの単価設定について

令和８年１月23日
教育委員会事務局

令和７年第一回練馬区議会臨時会予算特別委員会における質問項目について
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